
議案第３３号 交野市立図書館条例の一部を改正する条例について

１．条例改正の目的

超高齢社会の到来、情報化の進展、市民ニーズの変化など様々な時代の変化に対応するため、図書
館運営及び環境整備に学識経験者や各種団体、市民などの幅広い意見を反映させるべく、（仮称）青
年の家図書館整備基本計画策定のこの機会に、交野市図書館協議会委員の任命基準等を改定するもの。

２．条例改正の内容

交野市図書館協議会委員の任命基準を一部変更し、市民参画を可能にするもの。併せて、より市民
の声が反映されるよう、委員構成を変更することにより、定数を見直すもの。

地域振興部 図書館

改正後現行条項

委員１２人以内で組織する。委員１７人以内で組織する。第４条第２項（委員定数）

・学校教育及び社会教育の関係者
・家庭教育の向上に資する活動を行う
者
・学識経験のある者
・公募による市民

・学校教育若しくは社会教育の関係者
・家庭教育の向上に資する活動を行う
者
・学識経験を有する者

第４条第３項（任命基準）

※現行委員構成 ※改正後委員構成
学校教育関係者 3人 学校教育関係者 3人
社会教育関係者 2人 社会教育関係者 2人
家庭教育関係者 2人 家庭教育関係者 2人
学識経験者 3人 学識経験者 3人
各教育関係の市職員 4人 公募による市民 2人

計 14人 計 12人（予定）



議案第３３号 交野市立図書館条例の一部を改正する条例について

地域振興部 図書館

図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第１６条

図書館法施行規則（昭和２５年文部省令第２７号）第１２条

３．施行日

公布の日

５．関連法

４．経過措置

・改正後に新たに任命される委員の任期は、在任委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

任期委 員

～令和９年５月２５日

在任委員

改正後に新たに任命される委員（公募市民）

・在任委員（現在在任している委員）の任期満了までの間における委員定数は、従前の例による。

定数期 間

１７人在任委員の任期満了まで

定数期 間

１２人在任委員の任期満了後



別記様式第３号（第８条関係） 
【議会基本条例第 10 条第 1 項関係】 

政策等情報の説明資料 
         令和８年６月定例会 

議案の 
件 名 

議案第３３号 
交野市立図書館条例の一部を改正する条例について 政策等 

の区分 
計画 ・ 事業 ・ 条例 

その他（         ） 

〈政策等の概要〉 〈他の自治体の類似する政策等との比較〉 
図書館法（以下「法」という。）第１０条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料を

市民の利用に供するため、交野市立図書館を設置する。 
法第１４条の規定に基づき、図書館の適正な管理運営を図るために、交野市図書館協議会(以

下「協議会」という。)を置く。 

 

〈財源措置の状況〉 (単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入) (単位：千円) 
総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源 

      

〈政策等を必要とする背景〉 〈将来にわたる効果及びコストの状況〉 
現行の交野市立図書館条例では、協議会委員について、第４条第３項に「協議会の委員は、

学校教育若しくは社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者又は学識経験を有

する者のうちから、市長が任命する」と定めている。 
超高齢社会の到来、情報化の進展、市民ニーズの変化など様々な時代の変化に対応するため、

図書館運営及び環境整備に学識経験者や各種団体、市民などの幅広い意見を反映させるべく、

（仮称）青年の家図書館整備基本計画策定のこの機会に、協議会委員の任命基準を改定するも

の。併せて、より市民の声が反映されるよう、協議会の委員構成を変更することにより、委員

定数の見直しを行うもの。 

 
 
 
 
 

〈提案に至るまでの経緯〉 〈総合計画等の整合〉 
 図書館運営や今後の環境整備に多様な意見を反映させることについて検討してきた中、令和

８年３月議会総務文教常任委員会での「（仮称）青年の家図書館整備基本計画」策定支援業務

委託に関する審議において、計画に市民の声を反映させるよう、委員より意見が示された。 
 

まちづくりの目標 
政策分野または経営方針 
施策 

目  標 
２ みんなが互いを認め支え合い、笑顔と元気があふれる

まち 

分野・方針 ９ 生涯学習 

施  策 ２ 図書館機能の充実 

○その他の計画（該当する場合のみ） 

 計画名称  

〈市民参加の状況〉 策定年度  

 有 ・ 無 （パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。） 計画期間  
 〈政策等の実施時期〉 公布の日 

担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称） 
地域振興部 図書館  有 ・ 無 （新旧対照表等） 

 



 

交野市立図書館条例（平成８年条例第１２号）新旧対照表 

新 旧 

（図書館協議会） （図書館協議会） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 協議会は、委員１２人以内で組織する。 ２ 協議会は、委員１７人以内で組織する。 

３ 協議会の委員は、次に掲げる者の中から                       

                                                           

市長が任命する。 

３ 協議会の委員は、学校教育若しくは社会教育の関係者、家庭教育

の向上に資する活動を行う者又は学識経験を有する者のうちから、

市長が任命する。 

（１） 学校教育及び社会教育の関係者  

（２） 家庭教育の向上に資する活動を行う者  

（３） 学識経験のある者  

（４） 公募による市民  

４～９ （略） ４～９ （略） 

 


